
都道府県財政比較分析表(平成18年度普通会計決算)

 山梨県 Ⅲグループ
(財政力指数

　　　　　0.300～0.400)

財政力

財政力指数 [0.39]

グループ内順位

[ 2/11 ]

都道府県平均

0.46

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.30

0.40

0.35

グループ内最大値

グループ内最小値

グループ内平均値

0.39

山梨県の比率

財政構造の弾力性

経常収支比率 [91.5%]

グループ内順位

[ 4/11 ]

都道府県平均

92.6

(%)

98.0

96.0

94.0

92.0

90.0

88.0

96.4

89.6

93.0

91.5

人件費・物件費等の適正度

人口1人当たり人件費・物件費等決算額 [159,732円]

グループ内順位

[ 9/11 ]

都道府県平均

124,759

(円)

200,000

180,000

160,000

140,000

120,000

100,000

176,616

120,572

141,248

159,732

給与水準の適正度   （国との比較）

ラスパイレス指数 [100.0]

グループ内順位

[ 5/11 ]

都道府県平均

99.6

105.0

100.0

95.0

90.0

85.0

100.9

90.5

99.0
100.0

定員管理の適正度

人口100,000人当たり職員数 [1,599.32人]

グループ内順位

[ 9/11 ]

都道府県平均

1,173.11

(人)

1,700.00

1,600.00

1,500.00

1,400.00

1,300.00

1,200.00

1,100.00

1,000.00

1,629.83

1,135.47

1,414.39

1,599.32

公債費負担の健全度

実質公債費比率 [13.2%]

グループ内順位

[ 4/11 ]

都道府県平均

14.7

(%)

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

20.6

10.3

16.0

13.2

将来負担の健全度

人口1人当たり地方債現在高 [1,023,865円]

グループ内順位

[ 10/11 ]

都道府県平均

622,416

(円)

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

1,201,287

656,826

871,608

1,023,865

※人件費、物件費及び維持補修費の合計である。ただし
　人件費には事業費支弁人件費を含み、退職金は含まない。
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※グループ平均を100とした
　ときの比率で表した。

※グループとは、道府県を財政力指数の高低によって4つに分類したものである。
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分析欄
【経常収支比率】
　三位一体の改革により、分子では義務教育費国庫負担金などが税源移譲されたことなどに伴い所要一般財源が増加した
こと、分母である一般財源については、普通交付税や臨時財政対策債が削減されたことなどにより、前年度（88.9％）から2.6
ポイント増加し、91.5％となったが、行革による財政健全化への取り組みを着実に実施することにより、高い弾力性が確保で
きるよう努めていく。
【人口1人当たり人件費・物件費決算額】
　グループ内平均を上回っているものの、人口が同規模の団体と比較した場合は、概ね平均的な水準である。
　なお、職員の純減等により総人件費の抑制を図るため、平成19年12月に策定した行政改革大綱に基づき、平成19年4月1
日時点における総職員数を平成23年4月1日までに633人、4.2％（平成17年との比較では、981人6.4％）純減することとしてい
る。
【ラスパイレス指数】
　前年（99.6）と比較すると0.4ポイント上がっている。平成19年1月から管理職手当受給者を対象とした職員給の特例減額を
継続して実施している。（減額率は給料月額の2％から4％へ引き上げ）給与構造改革の結果も踏まえ、なお一層の給与の適
正化に努める。

【人口1人当たりの地方債現在高】
　全国平均、ｸﾞﾙｰﾌﾟ内平均ともに上回っている。
　行政改革大綱に基づき、平成22年度までに、標準財政規模に対する県債等残高の比率を現在の3.9倍（H17決算ベース）か
ら都道府県の平均水準（3.6倍）まで圧縮することとしている。
　【実質公債費比率】
　県債発行の抑制等により全国、ｸﾞﾙｰﾌﾟ内とも平均以下となっている。
　行政改革大綱に基づく取り組みを着実に進めることにより、将来の公債費負担を抑制していく。
【人口100,000人当たり職員数】
　定員適正化計画に基づき出先機関の総務事務を集中化するなどした結果、人口10万人当たり職員数は前年度と比較して約
10人減少した。ｸﾞﾙｰﾌﾟ内順位は9位であるが、人口が同規模の団体と比較した場合は、概ね平均的な水準である。
　行政改革大綱に基づき、平成19年4月1日時点における総職員数を平成23年4月1日までに633人、4.2％（平成17年との比較
では、981人6.4％）の純減することとしている。


